
試験研究施設等の利用料及び納入方法等に関する細則 

                   （平成２０年８月２６日制定） 

（平成２６年３月２５日改正） 
（平成２７年８月１８日改正） 

 
独立行政法人酒類総合研究所試験研究施設等利用規程第１３条に基づき利用料及び納入方

法等について以下のとおり定める。 

 
（施設、機器の利用料算定） 

第１条 施設、機器の利用料については、次の表に掲げる１日当たりの利用料の額に利用日数

を乗じて得た金額と当該金額に係る消費税及び地方消費税相当額との合計額（百円未満の端

数は切り捨てる。）とする。 

施設、機器の取得価格※１ １日当りの利用料 

     ５００万円以下  ３，７６７円 

１，０００万円以下  ７，５３４円 

２，０００万円以下 １５，０６８円 

３，０００万円以下 ２２，６０２円 

５，０００万円以下 ３７，６７１円 

５，０００万円超 
               １．１※2   
施設、機器の取得価格※１×               
              耐用日数※3 

２ 施設、機器の利用に際して、職員が指導した場合の利用料の算定については、前項で算出

した金額（端数切り捨て処理前）と以下の算式で得た金額との合計額（百円未満の端数は切

り捨てる。）とする。 

 

職員指導料＝４，７６１円※１×指導時間×（１＋消費税及び地方消費税の税率） 

 
※１ 消費税及び地方消費税抜きの金額とする。 
※２ １．１（乗数）は、一般管理費を全体の１０％と見立てた数値とする。 

※３ 耐用日数とは、試験研究施設等の耐用年数に３６５日を乗じたものとする。 
 
（会議室、審査室等の利用料算定） 

第２条 会議室、審査室等の利用料については、次の表又は算式に掲げる１時間当たりの利用

料の額に利用時間を乗じて得た金額と当該金額に係る消費税及び地方消費税相当額との合

計額（百円未満の端数は切り捨てる。）とする。 

一 大会議室 

施設名 １時間当りの利用料 

大会議室 ３，８０９円 

なお、官能評価を行う場合は、１時間当りの利用料に１．５※２を乗じて得た額（円未満

の端数は切り捨てる。）とする。 



二 大会議室以外の会議室等 

 
                       利用会議室等の床面積 

１時間当りの利用料＝３，８０９円※１×                        
                      大会議室の床面積（186 ㎡） 

 

  なお、官能評価を行う場合は、１時間当りの利用料に１．５※２を乗じて得た額（円未満の

端数は切り捨てる。）とする。 

 
※１ 消費税及び地方消費税抜きの金額とする。 

 ※２ １．５（乗数）は、審査器具等の利用を考慮した利用料（率）とする。 

 

（学術団体及び酒類業関係者等の利用） 

第３条 第１条及び第２条の規定にかかわらず、大学、公設試験研究機関、酒類業団体等の利

用で、その利用目的等から理事長が認めた場合については、施設、機器の利用料を減額又は

無料とすることができる。 

 

（納入方法） 

第４条 利用終了後、研究所は請求書を発行し、利用者は請求書発行日より３０日以内に口座

振込により納付するものとする。 

 

 

  附 則 

  この細則は、平成２０年８月２６日から施行する。 

  附 則 

  第１条、第２条及び第３条の改正規定は、平成２６年４月１日から施行する。 

  附 則 

  第２条の改正規定は、平成２７年９月１日から施行する。 

 


